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議
会
議
員
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
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◯
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
四
二
・
人
事
課
）
…
…
…
…
…
８

◯
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
四
三
・
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10

◯
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
四
四
・
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

◯
秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
四
五
・
税
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

◯
秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
四
六
・
障
害
福
祉

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
28

◯
秋
田
県
肥
料
登
録
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
四
七
・
水
田
総
合
利
用

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
28

◯
秋
田
県
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
（
四
八
・
農
畜
産
振
興
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
29

◯
国
営
八
郎
潟
干
拓
事
業
負
担
金
徴
収
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
四
九
・
農
地
整
備
課
）
…
…
…
29

◯
秋
田
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
五
◯
・
商
工
業
振
興
課
）
…
…
29

◯
風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
五
一
・

都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
30

◯
秋
田
県
立
高
等
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
五
二
・
高
校
教
育
課
）
…
…
…
…
31

◯
秋
田
県
立
中
学
校
設
置
条
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（
五
三
・
高
校
教
育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
32

◯
秋
田
県
立
野
球
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
五
四
・
保
健
体
育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
32

◯
秋
田
県
立
向
浜
運
動
広
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
五
五
・
保
健
体
育
課
）
…
…
…
…
33

◯
秋
田
県
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
五
六
・
警
務
課
）
…
35

◯
企
業
職
員
の
給
与
の
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お
よ
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め
る
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す
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■

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

日
本
鉄
道
建
設
公
団
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◇
県
議
会
議
員
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県

条
例
第
四
一
号
）

１

県
議
会
議
員
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
二
年
秋
田
県
条
例
第
一
〇

号
）
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

平
成
一
五
年
七
月
分
か
ら
平
成
一
六
年
六
月
分
ま
で
の
県
議
会
議
員
の
報
酬
月
額
を
次
の
と
お

り
減
額
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
一
年
秋
田
県
条
例
第
三
三
号
）
の
一
部

改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

平
成
一
五
年
七
月
分
か
ら
平
成
一
六
年
六
月
分
ま
で
の
知
事
等
の
給
料
月
額
を
次
の
と
お
り
減

額
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

教
育
長
の
給
与
及
び
旅
費
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
八
年
秋
田
県
条
例
第
一
七
号
）
の
一
部

改
正
（
第
三
条
に
よ
る
改
正
）

平
成
一
五
年
七
月
分
か
ら
平
成
一
六
年
六
月
分
ま
で
の
教
育
長
の
給
料
月
額
を
次
の
と
お
り
減

額
す
る
こ
と
と
し
た
。

４

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
四
二
号
）

１

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
五
年
法
律
第
三
一
号
）
に
よ
る
雇
用
保
険

法
（
昭
和
四
九
年
法
律
第
一
一
六
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
再
就
職
手
当
及
び
常
用
就
職
支
度

金
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給
を
廃
止
し
、
新
た
に
就
業
促
進
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
を

支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

そ
の
他

（一）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
秋
田
県
条
例
第
四
三
号
）

１

附
属
機
関
で
あ
る
審
議
会
等
の
委
員
そ
の
他
の
構
成
員
の
報
酬
額
を
日
額
一
〇
、
〇
〇
〇
円

（
現
行
日
額
二
〇
、
〇
〇
〇
円
）
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
秋
田
県
条
例
第
四
四
号
）

１

公
務
上
の
災
害
に
対
す
る
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
虚
偽
の
報
告
を
し
た
場
合
等
に
係
る

罰
金
額
の
上
限
を
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
（
現
行
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し

た
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
四
五
号
）

１

県
民
税

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

こ

の

号

で

公

布

さ

れ

た

条

例

の

あ

ら

ま

し

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

職
　
　
　
名

議
　
　
　
　
長

副
　
議
　
長

議
　
　
　
　
員

減
額
前
の
報
酬
月
額

九
一
〇
、
〇
〇
〇
円

八
一
〇
、
〇
〇
〇
円

七
八
〇
、
〇
〇
〇
円

減
額
後
の
報
酬
月
額

八
六
四
、
五
〇
〇
円

七
八
五
、
七
〇
〇
円

七
七
二
、
二
〇
〇
円

減
　
額
　
率

一
〇
〇
分
の
五

一
〇
〇
分
の
三

一
〇
〇
分
の
一

職
　
　
　
名

知
　
　
　
　
事

副
　
知
　
事

出
　
納
　
長

公
営
企
業
管
理
者

減
額
前
の
給
料
月
額

一
、
二
七
〇
、
〇
〇
〇
円

九
七
〇
、
〇
〇
〇
円

八
二
〇
、
〇
〇
〇
円

八
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

減
額
後
の
給
料
月
額

一
、
二
〇
六
、
五
〇
〇
円

九
四
〇
、
九
〇
〇
円

八
一
一
、
八
〇
〇
円

七
九
二
、
〇
〇
〇
円

減
　
額
　
率

一
〇
〇
分
の
五

一
〇
〇
分
の
三

一
〇
〇
分
の
一

一
〇
〇
分
の
一

職
　
　
　
名

教
　
育
　
長

減
額
前
の
給
料
月
額

八
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

減
額
後
の
給
料
月
額

七
九
二
、
〇
〇
〇
円

減
　
額
　
率

一
〇
〇
分
の
一



３

平成15年 7月 8日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

（一）

県
民
税
の
配
当
割
を
次
に
よ
り
課
す
る
こ
と
と
し
た
。

（１）

納
税
義
務
者
は
、
特
定
配
当
等
の
支
払
を
受
け
る
個
人
で
当
該
特
定
配
当
等
の
支
払
を
受

け
る
べ
き
日
現
在
に
お
い
て
県
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
〇

条
関
係
）

（２）

特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
は
、
所
得
割
の
課
税
標
準
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ

し
、
当
該
所
得
に
つ
い
て
申
告
を
し
た
場
合
に
は
、
総
所
得
金
額
に
よ
り
所
得
割
額
を
算
定

す
る
と
と
も
に
、
当
該
所
得
割
額
か
ら
当
該
特
定
配
当
等
に
係
る
配
当
割
額
を
控
除
す
る
こ

と
と
し
た
。
（
第
三
三
条
、
第
三
六
条
の
三
及
び
附
則
第
一
三
条
の
二
関
係
）

（３）

課
税
標
準
は
、
支
払
を
受
け
る
べ
き
特
定
配
当
等
の
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
七

条
の
八
関
係
）

（４）

税
率
は
、
一
〇
〇
分
の
五
（
平
成
一
六
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
ま
で

の
間
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
特
定
配
当
等
に
つ
い
て
は
、
一
〇
〇
分
の
三
）
と
す
る
こ
と
と

し
た
。
（
第
四
七
条
の
九
及
び
附
則
第
一
三
条
の
三
関
係
）

（５）

徴
収
は
、
特
定
配
当
等
の
支
払
を
す
る
者
を
特
別
徴
収
義
務
者
と
す
る
特
別
徴
収
の
方
法

に
よ
り
行
い
、
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
徴
収
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
一
〇
日
ま
で
に
申

告
納
入
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
七
条
の
一
一
〜
第
四
七
条
の
一
三
関
係
）

（二）

県
民
税
の
株
式
等
譲
渡
所
得
割
を
次
に
よ
り
課
す
る
こ
と
と
し
た
。

（１）

納
税
義
務
者
は
、
特
定
口
座
に
お
け
る
上
場
株
式
等
の
譲
渡
の
対
価
又
は
信
用
取
引
等
の

差
益
の
支
払
を
受
け
る
個
人
で
当
該
譲
渡
の
対
価
等
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
日
の
属
す
る
年

の
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
県
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
〇

条
関
係
）

（２）

特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
所
得
割
の
課
税
標
準
か
ら
除
外

す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
当
該
所
得
に
つ
い
て
申
告
を
し
た
場
合
に
は
、
総
所
得
金
額

に
よ
り
所
得
割
額
を
算
定
す
る
と
と
も
に
、
当
該
所
得
金
額
か
ら
当
該
特
定
株
式
等
譲
渡
所

得
金
額
に
係
る
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
を
控
除
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
三
条
及
び
第
三

六
条
の
三
関
係
）

（３）

課
税
標
準
は
、
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
七
条
の
一
四

関
係
）

（４）

税
率
は
、
一
〇
〇
分
の
五
（
平
成
一
六
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日
ま

で
の
間
に
生
じ
た
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
つ
い
て
は
、
一
〇
〇
分
の
三
）
と
す
る
こ

と
と
し
た
。
（
第
四
七
条
の
一
五
及
び
附
則
第
一
三
条
の
四
関
係
）

（５）

徴
収
は
、
特
定
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
証
券
業
者
で
上
場
株
式
等
の
譲
渡
の
対
価
等
の

支
払
を
す
る
も
の
を
特
別
徴
収
義
務
者
と
す
る
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
行
い
、
特
別
徴
収

義
務
者
は
、
徴
収
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
〇
日
ま
で
に
申
告
納
入
す
る
こ
と
と

し
た
。
（
第
四
七
条
の
一
六
〜
第
四
七
条
の
一
八
関
係
）

（三）

所
有
期
間
が
一
年
を
超
え
る
上
場
特
定
株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
一
〇

〇
万
円
を
控
除
す
る
特
例
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
附
則
第
一
二
条
の
二
関
係
）

（四）

特
定
口
座
内
保
管
上
場
株
式
等
の
譲
渡
等
に
係
る
所
得
計
算
の
特
例
の
対
象
に
、
特
定
口
座

に
お
い
て
処
理
し
た
発
行
日
取
引
に
係
る
上
場
株
式
等
の
譲
渡
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。
（
附

則
第
一
二
条
の
二
の
三
関
係
）

２

事
業
税

（一）

資
本
の
金
額
又
は
出
資
金
額
が
一
億
円
を
超
え
る
法
人
が
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
は
、

付
加
価
値
割
額
、
資
本
割
額
及
び
所
得
割
額
の
合
算
額
に
よ
っ
て
課
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第

四
八
条
関
係
）

（二）

事
業
税
の
区
分
ご
と
の
課
税
標
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
九
条
関

係
）

（三）

税
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
一
条
及
び
附
則
第
二
五
条
関
係
）

（四）

付
加
価
値
割
額
、
資
本
割
額
及
び
所
得
割
額
の
合
算
額
に
よ
っ
て
課
す
る
法
人
の
事
業
税
に

係
る
徴
収
猶
予
の
申
請
手
続
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
四
条
関
係
）

３

地
方
消
費
税

付
加
価
値
割

資
本
割

所
得
割

各
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額

各
事
業
年
度
の
資
本
等
の
金
額

各
事
業
年
度
の
所
得
及
び
清
算
所
得

付
加
価
値
割

資
本
割

所
得
割

所
得
の
う
ち
年
四
〇
〇
万
円
以
下
の
金
額

所
得
の
う
ち
年
四
〇
〇
万
円
を
超
え
年
八
〇
〇
万
円
以

下
の
金
額

所
得
の
う
ち
年
八
〇
〇
万
円
を
超
え
る
金
額
及
び
清
算

所
得

一
〇
〇
分
の
〇
・
四
八

一
〇
〇
分
の
〇
・
二

一
〇
〇
分
の
三
・
八

一
〇
〇
分
の
五
・
五

一
〇
〇
分
の
七
・
二
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消
費
税
に
お
け
る
中
間
申
告
納
付
制
度
の
改
正
に
伴
い
、
譲
渡
割
の
中
間
申
告
納
付
に
つ
い
て

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
（
第
六
二
条
の
六
関
係
）

４

不
動
産
取
得
税

特
殊
法
人
等
の
独
立
行
政
法
人
等
へ
の
移
行
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し

た
。
（
第
六
三
条
及
び
第
七
六
条
の
七
関
係
）

５

自
動
車
税

平
成
一
六
年
度
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
、
税
率
の
特
例
措
置
を
次
の
と
お
り
講
ず
る
こ
と
と
し

た
。
（
附
則
第
一
九
条
関
係
）

（一）

平
成
一
五
年
度
に
新
車
新
規
登
録
さ
れ
た
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
そ
の
許
容
限
度
よ
り
四

分
の
三
以
上
少
な
い
自
動
車
で
一
定
の
低
燃
費
基
準
を
満
た
す
も
の
並
び
に
電
気
自
動
車
、
天

然
ガ
ス
自
動
車
及
び
メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
現
行
の
税
率
か
ら
お
お
む
ね
一
〇
〇

分
の
五
〇
を
控
除
し
た
率
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

平
成
一
五
年
度
に
お
い
て
新
車
新
規
登
録
か
ら
一
一
年
（
ガ
ソ
リ
ン
車
又
は
液
化
石
油
ガ
ス

車
に
つ
い
て
は
、
一
三
年
）
を
経
過
し
た
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
現
行
の
税
率
に
お
お
む
ね
一

〇
〇
分
の
一
〇
を
加
算
し
た
率
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

６

そ
の
他

（一）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
４
は
平
成

一
五
年
一
〇
月
一
日
か
ら
、
２
、
３
及
び
５
は
平
成
一
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

し
た
。

（三）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

（四）

次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（１）

工
業
等
導
入
地
区
等
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
九
年
秋
田
県

条
例
第
三
号
）

（２）

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
秋

田
県
条
例
第
八
号
）

（３）

過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
一
二
年
秋
田
県
条
例
第
一

二
八
号
）

◇
秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
四
六
号
）

１

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平
成
一
四
年
法
律
第
一
六
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
所
要

の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
肥
料
登
録
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
四
七
号
）

１

食
品
の
安
全
性
の
確
保
の
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一

五
年
法
律
第
七
三
号
）
に
よ
る
肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
五
年
法
律
第
一
二
七
号
）
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
四
八
号
）

１

秋
田
県
平
鹿
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
位
置
を
横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
一
号
に
改

め
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
国
営
八
郎
潟
干
拓
事
業
負
担
金
徴
収
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
四
九
号
）

１

国
営
八
郎
潟
干
拓
事
業
に
係
る
負
担
金
の
徴
収
が
終
了
し
た
こ
と
に
伴
い
、
国
営
八
郎
潟
干
拓

事
業
負
担
金
徴
収
条
例
（
昭
和
四
二
年
秋
田
県
条
例
第
三
七
号
）
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
五
〇
号
）

１

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
（
平
成
一
四
年
法
律
第
一
五
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
所

要
の
規
定
の
整
理
等
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
、
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と

し
た
。

◇
風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例

第
五
一
号
）

１

風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
物
の
建
築
等
を
行
う
際
に
許
可
を
必
要
と
し
な
い
法
人
を
次
の
と

お
り
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

■

改
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
後

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構

改
　
　
正
　
　
前

緑
資
源
公
団
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２

１
（四）
は
公
布
の
日
か
ら
、
１
（一）
、
（五）
及
び
（六）
は
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
日
か
ら
、
１
（三）
は
平
成

一
六
年
三
月
一
日
か
ら
、
１
（二）
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
立
高
等
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
五
二
号
）

１

秋
田
県
立
海
洋
技
術
高
等
学
校
及
び
秋
田
県
立
男
鹿
高
等
学
校
を
統
合
し
、
新
た
に
秋
田
県
立

男
鹿
海
洋
高
等
学
校
を
男
鹿
市
船
川
港
南
平
沢
字
大
畑
台
四
二
番
地
に
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

秋
田
県
立
横
手
清
陵
学
院
高
等
学
校
を
横
手
市
大
沢
字
前
田
一
四
七
番
地
の
一
に
設
置
す
る
こ

と
と
し
た
。

３

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
立
中
学
校
設
置
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
五
三
号
）

１

秋
田
県
立
横
手
清
陵
学
院
中
学
校
を
横
手
市
大
沢
字
前
田
一
四
七
番
地
の
一
に
設
置
す
る
こ
と

と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
立
野
球
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
五
四
号
）

１

秋
田
県
立
野
球
場
に
広
告
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
当
該
表
示
す
る
企
業
等
か

ら
徴
収
す
る
使
用
料
の
額
を
次
の
と
お
り
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
関
係
）

２

そ
の
他

（一）

１
は
、
平
成
一
九
年
一
〇
月
三
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
こ
と
と
し
た
。
（
附
則
第
二

項
関
係
）

（二）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
立
向
浜
運
動
広
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
五
五
号
）

１

題
名
を
秋
田
県
立
運
動
広
場
条
例
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２

秋
田
県
立
新
屋
運
動
広
場
を
秋
田
市
豊
岩
石
田
坂
字
館
野
二
一
番
地
の
九
に
設
置
す
る
こ
と
と

し
た
。
（
第
二
条
関
係
）

３

秋
田
県
立
新
屋
運
動
広
場
に
ラ
グ
ビ
ー
・
サ
ッ
カ
ー
場
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条

関
係
）

４

秋
田
県
立
新
屋
運
動
広
場
の
ラ
グ
ビ
ー
・
サ
ッ
カ
ー
場
及
び
夜
間
照
明
設
備
を
使
用
す
る
者
か

ら
使
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
額
を
次
の
と
お
り
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
関

係
）

（一）

施
設
使
用
料

（二）

夜
間
照
明
設
備
使
用
料

５

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
五
六

号
）

１

古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
に
係
る
業
務
の
実
施
の
方
法
が
盗
品
等
の
売
買
の
防
止
及
び
速
や
か
な

発
見
に
資
す
る
方
法
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
手
数

料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
額
を
一
件
に
つ
き
一
七
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
古
物
営
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
四
年
法
律
第
一
一
五
号
）
の

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

■■（四）（五）（六）

独

行

源
機
構

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構

日
本
郵
政
公
社

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

源
公

労
働
福
祉
事
業
団

雇
用
・
能
力
開
発
機
構

簡
易
保
険
福
祉
事
業
団

水
資
源
開
発
公
団

日
本
鉄
道
建
設
公
団

区
　
　
　
　
　
分

内
野
席
前
部
フ
ェ
ン
ス

外
野
席
前
部
フ
ェ
ン
ス

使

用

の

単

位

一
区
画
一
年
に
つ
き

使
　
用
　
料
　
の
　
額

五
〇
、
〇
〇
〇
円

六
二
、
五
〇
〇
円

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

中
学
校
生
徒
及
び
小
学
校
児
童

大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
学
生
並
び
に
高
等
学
校
生
徒
　

一
般

使
　
用
　
料
　
の
　
額

（
一
面
一
時
間
に
つ
き
）

三
三
〇
円

四
六
〇
円

五
七
〇
円

一
基
一
時
間
に
つ
き

二
八
〇
円
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施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
お
よ
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例

第
五
七
号
）

１

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
五
年
法
律
第
三
一
号
）
に
よ
る
雇
用
保
険

法
（
昭
和
四
九
年
法
律
第
一
一
六
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と

と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
◇ 

◇
◇ 
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条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

例
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